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注1：金融商品取引法第四十三条の二においては、有価証券関連業及びその付随業務にかかる取引について、
お客さまから預託を受けた金銭及び有価証券を金融商品取引業者の資産と分別して管理することを規
定しています。
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分別管理とは・・・証券投資をされるお客さまの大切なご資産を守るキーワードです。
分別管理は文字通り、金融商品取引業者がお客さまからお預りした大切なお金や有
価証券を金融商品取引業者固有の資産と、はっきり区分して管理する制度のことで、
金融商品取引法によって金融商品取引業者に義務付けられています。

投資者保護基金とは・・・お客さまが資産を預けられた金融商品取引業者が破綻し、
万が一お預りした資産の全額を返済できない事態が発生したときに、その不足分に
ついて、お客さま一人あたり1,000万円を上限として補償する制度です。
金融商品取引業者がお預りしているお客さまの資産は、原則「分別管理」によって
返還されることが前提となっていますので、「投資者保護基金」は、お客さまの返還
が万が一滞るような場合の備えとして、二次的に発動するしくみになっております。万が一金融商品取引業者が破綻したら・・・金融商品取引業者の破綻は、お客さま

からお預りしている資産（保護預り有価証券・お預りしている金銭）に影響を及ぼ
しません。金融商品取引業者はお客さまの資産をお預りしているだけの状態です。
万が一金融商品取引業者が破綻した場合でもお客さまのご資産は請求によりそのま
ま返還されます。

お客さまよりお預りしている金銭
は、お客さまの「分別金」として
取扱い、当社自身の資産とは区別
して、信託銀行に信託しています。

お客さまよりお預りしている有価
証券は、当社の証券取引約款、
外国証券取引口座約款等に基づ
き当社所有の有価証券とは分け
て保管しています。

お客さまの
お金

お客さまの
有価証券

お客さまの
有 価 証 券

※「投資者保護基金」による補償の対象となるお客さまについては、適格機関投資家、および国、
地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人等は含まれません。
また、有価証券店頭デリバティブ取引（特約権付株券貸借取引を含む）、信用取引の建て玉の
評価益、通貨オプション取引に関してお預りする資産は「投資者保護基金」による補償対象と
なる資産に含まれません。

お客さまからお預りした資産と金融商品取引業者の資産を明確に分けて管理する制度のことです。
金融商品取引法第四十三条の二により金融商品取引業者は分別管理を義務付けられています。

金融商品取引法第四十三条の二の定めにより、お客さまからお預りした資産と、金融商品
取引業者が保有する資産は明確に区別して管理されていますので、万が一金融商品取引業
者が破綻しても、お預り資産は返還されます。

金融商品取引業者は、「投資者保護基金」の補償対象となる取引に関する顧客分別金の差
替えを、法令に定められた頻度（週に一回以上）を遵守して実施していますが、お客さ
まとの分別の対象となる金銭の受け払いはほぼ毎日行われています。両者の入出金のタ
イミングは一致していませんので、破綻時の状況如何で、分別管理制度を遵守していて
も、お返しするべき金銭の総額を顧客分別金の信託額が下回る可能性もあります。投資
者保護基金の補償は、この分別管理制度の弱点を補完し、証券取引の信頼を維持するた
めに必要なものとなっています。

投資信託は、販売会社である金融商品取引業者で個々のお客さまの持分を振替
口座簿等により分別管理し、受託会社である信託銀行等で、その裏づけとなる
資産を信託財産として受託会社固有の資産とは分けて管理しています。（運用会
社は信託財産の運用方針の決定や運用指図を行います。）従いまして、万が一
金融商品取引業者、受託会社、運用会社のいずれかもしくは全てが破綻しても
お客さまの資産は返還されます。

お客さまのご資産は、引受保険会社にてお預りしています。お客さまのご資
産は、契約成立にともない、引受保険会社にて一般勘定または特別勘定にて
お預りしています。当社は生命保険募集代理店として保険契約の締結のお取
次ぎを行う立場であり、お客さまのご資産を当社で運用・管理するものでは
ありません。ご契約いただきました保険契約は金融商品取引業者ではなく引
受保険会社がそれぞれ運用・管理していますので、当社で取り扱ったお客さ
まと保険会社との契約は有効に継続いたします。なお、保険会社が破綻した
場合は、生命保険契約者保護機構により資金援助等を行うことにより一定の
条件のもと保険契約は継続され、保険契約者の保護が図られます。
※一般勘定…予定利率をお客さまに保証している定額年金・定額保険などに

関わる資産が合同で運用・管理されています。
※特別勘定…変額年金・変額保険などその運用結果を直接的にご契約者に還

元することを目的として、一般勘定とは分離して運用・管理さ
れており、投資信託などが組み込まれています。

日興ファンドラップ専用口座でお預りしている金銭および有価証券は、分別管理
により管理されています。

分別管理は商品の元本を保証するものではありません。ご投資の際は、当該商品等の契約締
結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読み下さい。
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お守りするために

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会

注1：金融商品取引法第四十三条の二においては、有価証券関連業及びその付随業務にかかる取引について、
お客さまから預託を受けた金銭及び有価証券を金融商品取引業者の資産と分別して管理することを規
定しています。
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